
           

 

消
防
用
設
備
等
の
う
ち
、
屋
内
消
火

栓
設
備
、
ス
プ
リ
ン
ク
ラ
ー
設
備
、
自

動
火
災
報
知
設
備
に
つ
い
て
、
設
置
義

務
が
あ
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
設
置
さ

れ
て
い
な
い
場
合
又
は
設
置
さ
れ
て
い

て
も
そ
の
主
た
る
機
能
が
喪
失
し
て
い

る
場
合
が
該
当
し
ま
す
。 

 

消
防
法
令
に
関
す
る
重
大
な
違
反
の
あ
る

建
物
を
公
表
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
そ
の
建

物
を
利
用
す
る
方
が
自
ら
建
物
の
情
報
を
入

手
し
て
、
安
心
し
て
建
物
を
利
用
で
き
る
よ

う
、
消
防
が
保
有
し
て
い
る
消
防
法
令
違
反

に
関
す
る
情
報
を
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
上
に
公
表

す
る
制
度
で
す
。 

 

劇
場
、
映
画
館
、
遊
技
場
、
飲
食
店
、
物

品
販
売
店
舗
、
ホ
テ
ル
、
病
院
、
社
会
福
祉

施
設
な
ど
の
不
特
定
多
数
の
方
が
利
用
す
る

建
物
が
該
当
に
な
り
ま
す
。 

マスコットキャラクター 

「あおしょうくん」 

公
表
制
度
と
は
？ 

公
表
対
象
と
な
る
建
物 

スプリンクラー 

設備 

自動火災報知設備 

病院 

飲食店等 

屋内消火栓 

設備 

公
表
対
象
と
な
る
違
反 



  

公表までの流れ 

 

公表の内容 

以下の情報について、建物を利用する方にわかり

やすく公表します。 

①建物の名称・住所 

②消防法令違反の内容 

③消防長が必要と認める事項 

 

公表制度の全国展開 

違反対象物公表制度は、すべての政令指定都市

の消防本部でも実施しており、今後は、全国の各

消防本部にも導入される予定になっています。 

 

総務省消防庁のホームページで 

全国の公表情報を確認できます。 

＝総務省消防庁公表制度 HP＝

http://www.fdma.go.jp/ 

《問い合わせ先》 

消防本部予防課  017－775－0853（直通） 

中央消防署予防係 017－775－0855（代表） 

東消防署予防係  017－741－0613（代表） 

浪岡消防署予防係 0172－62－3119（代表） 

平内消防署予防係 017―755―3119（代表） 

～～事業者の方へ～～ 

次のような場合は、重大な消

防法令違反になることがありま

すので、事前に消防本部予防課

又は最寄りの消防署へご相談く

ださい。 

◎増築や改築、隣接する建物と

接続する場合。 

◎建物に飲食店、物品販売店、

社会福祉施設等の不特定多数

の方が利用する用途が新たに

入居する場合。 

 

また、新規に事業を開始する

場合及び建物の用途の全部又は

一部を変更する場合は火災予防

条例により使用開始(変更)届出

書の提出が義務付けられていま

すので消防本部予防課へお問合

せください。 

インターネットで検索 

屋内消火栓 

設備 

自動火災 

報知設備 

スプリンク 

ラー設備 

公表 

公
表
す
る
旨
を
関
係
者
へ
文
書
で
通
知 立入検査を実施 公表対象の違反を通知 

検索 青森消防公表 

公表対象の違反を通知し

てから１４日を経過して

も当該違反がある場合 

 
http://www.city.aomori.aomori.jp/kouiki/

syoubou/kasaiyobou/kouhyo.html 

      


